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エ コマークは (財)日本環境協会が自主的に運営し ている事

業です。エコマークの活動予算は、すべて認定企業の皆様か

らのエ コマーク使用料および商品認定申込者の皆様からの

商品認定審査料でまかなわれています。 「エコマークニュー

ス」 では、 「エコマーク事業実施要領」 に基づき、 エコマーク

事業に関する情報を提供し ています。

　齊藤前事務局長の後任として 8月に着任した山村尊房と申しま

す。今年の1月に生じたいわゆる環境偽装問題の発生当時、私は別

の分野で仕事をしていましたが、その問題処理にはたいへん関心を

持っていました。図らずも、その役目を自ら荷なうこととなり、気

を引き締めて取り組んでいるところです。

　これまで約20年にわたるエコマーク普及活動の結果、エコマー

ク商品を使うことが環境にやさしい暮しに直結することは、子供か

らお年寄りまでよく知られています。エコマークという表示を確認

することで、生活の中で環境との関わりを意識し、少しでも環境に

やさしい生活方法を選択していけることは素晴らしいことです。

　市民一人ひとりが地球の未来を考えていかなければならない今

日、エコマークの役割は一層重要であり、その仕事を預かるエコ

マーク事務局としての責任の重さを痛感しています。どうぞよろし

くご協力をお願いいたします。

山村 尊房 （やまむら  そんぼう）

京大 （工） 卒、 東大 （工） 院修了。 厚

生省入省。関西水道事業研究会の立

ち上げ指導など水道関係業務通算２０

年、 地球温暖化の環境庁初代担当官

を務めるなど環境関係業務通算１２年

（これらの う ち、 ＷＨＯ、 ＪＩＣＡ、 国連

大学など国際関係業務通算 １８ 年）
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認定基準に関するお知らせ（第54回エコマーク類型・基準制定委員会決定事項）

認定基準案の公表およびパブ リ ッ ク コ メ ン ト の受付

　 第５４回エコマーク類型・ 基準制定委員会にて、 以下の認定基準案の公表およびパブ リ ッ ク コ メ ン ト の受付を行 う

こ と が承認されま し たので、 お知らせいた し ます。

類型番号 商品類型名 公表期間

新規 靴・履物Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０ ２００８.８.２５～２００８.１０.２３

１３８
建築製品 （材料系の資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.３ （適用範囲の拡大）

追加対象 ： Ｃ-１　左官材
２００８.８.２５～２００８.１０.２３

─認定基準案のポイ ン ト ─

■新規商品類型 「靴 ・ 履物 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」

〈商品類型設定の背景〉

　 日常生活の中で身近に使用 さ れてい る製品であ る

「靴 ・ 履物」 は、 こ れまで も エ コ マーク 商品類型 Ｎｏ.

１２８ 「日用品Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 の適用範囲に含まれていま し

たが、 評価項目と し て再生材料の使用に重点が置かれ

てお り 、 また、 皮革の環境負荷を評価する基準が整備

されていなかった こ と から、 素材 と し て も多 く 用い

られる革製の靴は、 その対象外と なっていま し た。 ま

た、 フ ァ ッ シ ョ ン性、 趣向性、 履き心地、 強度が重視

される靴 ・ 履物では、 エコマーク があま り 普及し てい

ないのが現状です。

 そ こで、 エコマーク商品類型Ｎｏ.１０１ 「かばん・ スー

ツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 において、 新たに皮革の素材と し

ての環境負荷を評価する認定基準を整備し、 皮革素材

について も評価でき る よ う になった こ と から、 これま

でエコマーク の対象外と なっていた革製の靴 ・ 履物も

対象と し て取 り 上げ、 再生材料以外の環境配慮につい

て も考慮し た商品類型 「靴・ 履物Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０」 の認定

基準案を策定、 公表し ています。

　 本認定基準案では、 靴 ・ 履物の特性を考慮し、 製品

の環境負荷を低減させるためには製品の長期使用を促

す基準が必要 と 考え、 製品の強度、 修理体制の整備、

手入れを促す情報提供などの項目を盛 り 込みま し た。

〈適用範囲について〉

　 靴・履物には、日常的に使用される革靴やスニーカー

をはじめ、 特定用途の作業靴やスポーツ専用靴、 サン

ダルや草履など多様な製品があ り 、 それぞれ形状や構

造、 機能、 素材などが異な るため、 それらの特性を考

慮し、 ３ つの分類に分けて認定基準案を定めま し た。

「日本標準商品分類」 に基づ く 「履物 （革靴、 ゴム製履

物、 プ ラ ス チ ッ ク 製履物、 ス ポーツ専用靴、 和風履

物、 家庭用ス リ ッパなど）」

（分類）

　 分類 Ａ ： 「革製靴」

　 分類 Ｂ ： 「ゴム製 ・ プラ スチッ ク製 ・ 繊維製靴」

　 分類Ｃ ： 「その他の履物 （和風履物、 ス リ ッパ、 サン

ダル等）」

※本商品類型の新設に伴い、 これまで商品類型 Ｎｏ.１２８

　 「日用品Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 の適用範囲と していた履物 （ゴム

製履物、 プ ラ スチ ッ ク製履物、 ス ポーツ専用靴、 和

風履物、家庭用ス リ ッパ、 その他の履物） についても、

今後は本商品類型の適用範囲と して扱います。

■商品類型 Ｎｏ.１３８ 「建築製品 （材料系の資材） Ｖｅｒｓｉｏｎ１.３」 （適用範囲の拡大） 　追加対象 ： Ｃ-１　左官材

〈商品類型設定の背景〉

　 商品類型 Ｎｏ.１２３、 １３７、 １３８ および １３９ 「建築製

品」 は、 従来のエコマーク商品類型Ｎｏ.１２３ 「再生材料

を使用し た建築用製品」 を、 機能面での評価を強化す

るなど総合的に見直し ま し た。 今回の左官材は、 その

対象の追加案と し て公表し ています。

〈適用範囲について〉

・ 日本建築学会建築工事標準仕様書 ＪＡＳＳ１５ （左官工

事） の既調合材料に相当する左官材料 （既調合軽量

セ メ ン ト モルタル、 その他の既調合セ メ ン ト モルタ

ル、 カ ラーセ メ ン ト 、 かき落と し リ シン材、 既調合

プラ ス ター類、 セルフ レベ リ ング材など）
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認定基準の軽微な改定 （Ｖｅｒｓｉｏｎ は改定前のもの） 改定日 ： ２００８ 年 ８ 月 ２１ 日

◆証明方法など、 改定点の詳細については、 〈http://www.ecomark.jp/econews.html#no76_2〉 をご覧下さい。

類型番号 商品類型名 改定のポイ ン ト

１０２ 印刷イ ンキ Ｖｅｒｓｉｏｎ２.２
①製造工場におけるエコマーク商品の管理担当者名の明記

②配合の管理 ・ 確認方法の記載

１１８ プラ スチッ ク製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ２.３
①有害物質に関する基準 （重金属試験関係） についての対象を明記

②食品衛生法 （２００８ 年 ３ 月 ３１ 日改定） に基づ く 内容に改定

１１９
パーソナルコ ンピ ュータ

Ｖｅｒｓｉｏｎ２.３

日本 ・ 中国 ・ 韓国の環境ラベル間の、 パソ コ ン基準における部分相互認証

の仕組み活用のため、 中国 ・ 韓国での環境ラベルの認定商品がエコマーク

を申請する際、 他国の環境ラベルの認定を も ってエコ マー ク事務局への

証明書に代え る こ と ができ る と い う 項目を明確化。

１２１
リ ターナブル容器 ・ 包装資材

Ｖｅｒｓｉｏｎ２.０

容器本体への材質表示について、 リ サ イ ク ル業者等に材質等の詳細を明

記し た書類を提出する など同等の取 り 組みを、 基準適合 と し て扱え る よ

う 改定。

１２３

建築製品 （内装工事関係用資材）

Ｖｅｒｓｉｏｎ２.４

（Ｃ-１ ボード、 Ｃ-５ 吸音材料 ・

防音防振マ ッ ト ）

廃止 と なった ＪＩＳ Ａ ５４５１ を削除、 旧基準の 「その他建材」 での認定品の

移行先 と し て、 「その他ボード関連資材」 を適用範囲に追加。

製品に使用する塗料に含まれる防腐剤、 防カ ビ剤についての除外規定を

明記、 など。

１３１ 土木製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１.１０

金属部品の使用が考え られる対象の製品について、 重金属の溶出につい

ては適用除外 と し、 含有については他の試験方法に よ る代替方法を と る

こ と とする。 ス ラグ類を再生材料の対象 と し ている も のについては、ＪＩＳＫ

００５８-１、 ＪＩＳＫ００５８-２ によ る試験方法を追記。

１３２ ト ナーカート リ ッジ Ｖｅｒｓｉｏｎ１.４ ト ナーカー ト リ ッ ジを使用する複写機やプ リ ン タの認定基準と の整合。

１４０
詰め替え容器 ・ 省資源型の容器

Ｖｅｒｓｉｏｎ１.１

「Ａ．詰め替え容器」 について、 内容物の性状 （液体 ・ 粒体 ・ 粉体） の違いを

考慮し て、 同等に評価でき る よ う 基準を改定。

１４２
イ ン ク カー ト リ ッ ジ

Ｖｅｒｓｉｏｎ１.０

写真専用プ リ ン タに対応する製品について、 ＪＢＭＳ-７７ および ＪＢＭＳ-７８

「カ ラーイ ン ク ジェ ッ ト プ リ ン タ及びその複合機器のフ ォ ト 画像用イ ン ク

カー ト リ ッ ジ寿命測定方法」 を用いる よ う 、 試験方法を追加。

全て
全商品類型共通 （工場の環境法

規等順守基準項目について）

全商品類型共通の 「工場の環境法規等順守」 基準項目について、 認定取得

時 と契約期間内の環境法規および他の関連する法規を順守する こ と を、認

定要件 と し て明確化。

詳細は http://www.ecomark.jp/pdf/kaitei080821_kankyouhouki.pdf

認定基準の改定

　 第５４回エコマーク類型・基準制定委員会にて、 以下の認定基準の軽微な改定が承認されま し たのでお知らせいた

し ます。

認定基準案、 パブ リ ッ ク コ メ ン ト の受付については 〈http://www.ecomark.jp/nintei2.html〉 をご覧下さい。

・ 日本建築学会建築工事標準仕様書 ＪＡＳＳ１５ （左官工

事） に規定する左官用軽量発泡骨材

・ 日本建築学会建築工事標準仕様書 ＪＡＳＳ２３ （吹付け

工事） に規定する ロ ッ ク ウール吹付け材

※エコマーク商品類型Ｎｏ.１２６ 「塗料Ｖｅｒｓｉｏｎ２」 にお

いて対象と されている ＪＩＳ　Ａ　６９０９、 ＪＩＳ　Ａ　６９１６、

商品類型Ｎｏ.１３１ 「土木製品Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 において対

象と されている骨材、 セ メ ン ト 、 混和材などは本商

品類型の対象外と し ます。
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委員会報告

エコマーク運営委員会 （第 ２１ 回）

　 第 ２１ 回エコマーク運営委員会が ２００８ 年 ９ 月 １８ 日

に開催 さ れ ま し た。 審議内容は以下の と お り です。

〈審議事項〉

（１） 環境偽装問題等に係るエコマーク の対応および再

発防止について

［資料］ エコマーク不正使用に対する制度・運用の強

化策について (概要版)

［資料］ エコマーク不正使用に対する制度・運用の強

化策について

［資料］ 古紙偽装問題等に係るエコマーク事務局の対

応状況について （７）

［資料］ 環境偽装再発防止策に関する アン ケー ト に

ついて

［資料］ エコマーク商品の認定審査における証明書類

の照会確認の強化に関し て (参考資料)

〈報告事項〉

（２） 平成 １９ 年度エコマーク事業収支決算報告

［資料］ 平成 １９ 年度エコマーク事業収支決算報告

（３） 平成 ２０ 年度エコマーク事業の進捗状況について

（報告）

[資料］ 平成 ２０ 年度エコマーク事業進捗状況につい

て （報告）

＊ [資料] と 表記があ る も のに関し ては、 エ コ マー ク

事務局ホームページ 〈http://www.ecomark.jp/〉 よ

り ダウ ン ロード し、 ご覧いただけます。

エコマーク類型 ・ 基準制定委員会 （第 ５４ 回）

　 第 ５４ 回エコマーク類型 ・ 基準制定委員会が、 ２００８

年 ８ 月 ２１ 日に開催さ れま し た。 審議内容は以下の と

お り です。

〈審議 ・ 報告事項〉

（１） 認定基準案の公表について審議が行われ、 承認さ

れま し た。 （Ｐ.２ 参照）

（２） ２００８ 年度に取 り 組む新規商品類型の選定につい

て審議が行われ、 承認されま し た。 （Ｐ.４ 参照）

（３） 認定基準の軽微な改定について審議が行われ、 承

認されま し た。 （Ｐ.３ 参照）

（４） エコマーク不正使用に対する制度 ・ 運用の強化策

について （案） の報告が行われま し た。

（５） 新規商品類型の提案募集、 な らびに有効期限を迎

え る商品類型の見直しに関する意見募集について報

告が行われま し た。 （Ｐ.５ 参照）

お知らせ

２００８ 年度に取り組む新規商品類型の選定結果について

　 昨年１１月１日～１１月３０日に行った新規商品類型提

案の募集に寄せら れた ４０ 件の提案 （内訳 ： 一般か ら

の提案 ２９ 件、 事務局から の提案 １１ 件） について、 第

５４ 回エ コ マーク 類型 ・ 基準制定委員会で審議し た結

果、 ２００８ 年度に検討を行 う 新規商品類型を以下の と

お り 選定し ま し たので、 お知らせし ます。

商品類型名 ： 「住宅」 （仮称）

※選定理由、 今後のスケジ ュールなどについては、

〈http://www.ecomark.jp/econews.html〉 をご覧

く ださい。

新規商品類型の提案、 認定基準の見直しに関する意見募集について

　 エコマーク事務局では、 新規商品類型に対する意見

や、 ま も な く 有効期限を迎え る認定基準の見直しの必

要性等に関し、 ２００８年１０月１日から次ページの案件

について募集を行います （意見募集の対象者には制限

を設けてお り ません）。 皆様のご協力をお願い申し上

げます。

　 なお、 各募集案件の詳細については、 エコマーク事

務局ホームページをご覧 く ださい。
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エコマーク新規商品類型 （新たにエコマークの対象とする製品またはサービス分野） の提案の募集

　 エコ マーク では、 ２００９ 年度に検討を行 う 新たな商

品類型 （新たにエ コ マー ク の対象 と する製品ま たは

サービ ス分野。 以下、 新規商品類型） に関する提案を

以下の とお り 幅広 く 募集し ます。

１．募集期間

２００８ 年 １０ 月 １ 日 （水）～１０ 月 ３１ 日 （金）

２．募集内容

　 エコマーク の新規商品類型と し て相応しい製品また

はサービ ス分野の提案を募集し ます。 なお、 新規商品

類型の選定の方針は次の とお り です。

【選定の方針】

（１） エコマーク と し て認定基準を設定する こ と で、 社

会に大きな影響を与え る こ と ができ る

（２） エコマーク商品を選択 ・ 利用する こ と によ り 、 環

境への負荷を大幅に低減でき る

（３） 認定基準の制定によ り 、 よ り 多 く の事業者の行動

を持続可能な社会の形成に向けて転換 ・ 誘導でき る

（４） エコマーク商品を普及する こ と によ り 、 よ り 多 く

の消費者の行動を持続可能な社会の形成に向けて転

換 ・ 誘導でき る

◇応募提案方法等の詳細はホームページ 〈http://www.ecomark.jp/boshu_1.pdf〉 をご覧 く ださい。

「新規商品類型」 選定のスケジュール （予定）

２００８年１０月１日～２００８年１０月３１日 消費者、 事業者、 または第三者から提案を受け付け

２００８ 年 １１ 月～２００９ 年 １ 月 提案内容についての情報収集や必要に応じて提案者への ヒ ア リ ング等を実施

２００９ 年 ２ 月下旬～３ 月上旬
エコマーク類型 ・ 基準制定委員会にて選定

「新規商品類型名」 および選定理由の概要を公表

まも な く 有効期限を迎える商品類型 （認定基準） の見直しに関する意見募集

　 エ コ マーク では、 現行の商品類型の う ち ２０１２ 年 ２

月までに有効期限を迎え る ８ つの認定基準 （下表） に

ついて、 その見直しに関する意見を幅広く募集し ます。

募集要項等は以下の とお り です。

１．募集期間

２００８ 年 １０ 月 １ 日 （水）～１０ 月 ３１ 日 （金）

２．募集内容

　 下記の商品類型 （認定基準） について、 見直しの必

要性や効果を精査し、 ①全面見直し、 ②有効期限の延

長、 ③商品類型の廃止、 の う ちどのよ う な見直し を行

う べきか、 その理由等も含めて意見を募集し ます。

今回意見募集を行う見直し対象の商品類型と見直し方針 （案）

類型番号 商品類型名 見直し方針（案） 類型番号 商品類型名 見直し方針（案）

１０９
タ イル ・ ブロ ッ ク

Ｖｅｒｓｉｏｎ２
有効期限延長 １１５

間伐材、 再 ・ 未利用木材などを

使用し た製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ２
有効期限延長

１１０ 生分解性潤滑油 Ｖｅｒｓｉｏｎ２ 有効期限延長 １１９
パーソナルコ ンピ ュータ

Ｖｅｒｓｉｏｎ２
有効期限延長

１１２ 文具 ・ 事務用品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１ 全面的な見直し １３０ 家具 Ｖｅｒｓｉｏｎ１ 全面的な見直し

１１４ 紙製の包装用材 Ｖｅｒｓｉｏｎ２ 有効期限延長 １３６ リ ユース製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ１ 有効期限延長

〈上記の ２ 案件に関する問合せ先〉 エコマーク事務局 基準 ・ 認証課 （ＴＥＬ ： ０３-５１１４-１２５３）

◇応募提案方法等の詳細はホームページ 〈http://www.ecomark.jp/boshu_2.pdf〉 をご覧 く ださい。

「見直し」 概要公表までのスケジュール （予定）

２００８ 年 １０ 月 １ 日～２００８ 年 １０ 月 ３１ 日 使用契約者をはじめ、 消費者、 事業者、 または第三者から提案を受付

２００８ 年 １１ 月～２００９ 年 １ 月 提案内容についての情報収集と見直し方針を検討

２００９ 年 ２ 月下旬～３ 月上旬
エコマーク類型 ・ 基準制定委員会にて見直し方針決定

当該商品類型名および見直し概要を公表
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商品類型まめ知識

エコマーク商品類型 Ｎｏ.１０１ 「かばん ・ スーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１」

～分類 Ａ. 革製かばん～

“かばん” は、 通勤、 通学、 買い物と いった日常生活

から、 フ ァ ッ シ ョ ン、 レジ ャー、 旅行まで、 幅広 く 用

いられる非常に身近な製品です。 エコマーク商品類型

「かばん・スーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 は、 旧商品類型Ｎｏ.

１０１ 「使用後回収・ リ サイ クルされる スーツケース」 の

見直し を機に、 Ｎｏ.１０４ 「家庭用繊維製品 Ｖｅｒｓｉｏｎ２」

で対象 と し て き た布製シ ョ ッ ピ ン グバ ッ グ等を統合

し、 かばん独自の視点を取 り 入れた新たな商品類型と

し て、 昨年 ８ 月に誕生し ま し た。

 本商品類型は、 かばんの素材や用途によ って ６ つの

分類で構成さ れてお り 、 今回は こ の中か ら 「Ａ．革製

かばん」 について紹介し ます。

 革は様々な製品の材料に使用されてお り 、 消費者に

と って非常に身近な素材です。 「かばん ・ スーツケー

ス Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 では、 エコマーク商品類型と し て初めて

革に関する認定基準が設定されま し た。

　 環境に配慮し た革 “エコ レザー” と は、 革から発す

る臭気やホルムアルデ ヒ ド、 重金属の溶出など一定の

材料基準を満足し、 環境への影響が少ない と認められ

た革材料をいいます。 すでに海外では ド イ ツや ＥＵ な

どで基準が設け られてお り 、 わが国で も一昨年に、 環

境に配慮 し た革の基準 と し て革用環境 ラ ベル基準

（ＪＳＧ 基準値） が設定されま し た。

　 エコマーク の認定基準では、 このＪＳＧ基準値をベー

ス と し て、 エコマーク と し て配慮すべき独自の基準項

目を付加し ています。 具体的には、 一般に食用に供さ

れる こ と が多 く 、 野生動物の占める割合が相対的に低

い種であ る牛革、 豚革、 羊革、 馬革または山羊革であ

って、 かつ肉 （食料） の副産物に限定し ています。 畜

産における食肉の副産物と し て必ず発生する ものを原

料と し て使用する こ と は、 資源の有効利用につなが り

ます。 このため、 原皮を採る こ と だけを目的と し た動

物から生産された皮は、 対象外と し ています。

 以上の革材料と し ての基準に加えて、 かばん＝製品

と し ての評価基準を設定し ています。

◆「かばん・ スーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 ― 「Ａ．革製かば

ん」 認定基準の概要

・ 牛革、豚革、羊革、馬革または山羊革であ り、肉 （食

料） の副産物であ る

・ カビ ・ 魚 ・ 石油 ・ 芳香剤などの異常臭がない

・ ホルムアルデ ヒ ド の含有

・ 重金属の溶出

・ ペン タ ク ロ ロ フ ェ ノール （ＰＣＰ） の溶出

・ 特定のアゾ系染料、 発癌性染料の不使用

・ 染色堅ろ う 度

・ 環境法規等の順守

・ ハロゲン系元素の不使用

・ 修理体制の整備、 付属品の交換システムがあ る

・ 革の取扱、 金属アレルギーに関する情報提供

※基準の詳細は、 エコマーク事務局ホームページ

〈http://www.ecomark.jp/criteria/101/101a_a-v1.
pdf〉 をご覧下さい。

“エ コ レザー” はエ コ マーク の他の商品分野に も広

が り を見せています。本年８月２５日には、かばんに続

き革を取 り 上げた新商品類型 「靴 ・ 履物」 の認定基準

案を公開し ま し た。 このほか、 家具や衣服、 日用品と

いった分野について も、 商品類型の全面見直しの機会

に、 革に関する基準の導入を検討し てい く 予定です。

かばんや靴をはじめ、 消費者に身近な多 く の製品分

野で革のエコマーク認定商品が増えてい く こ とで、“エ

コ レザー” と い う 新しい概念が社会に広がってい く こ

と が期待されます。

〈エコマークの認定取得を検討されている方へ〉

「かばん ・ スーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 ― 「Ａ．革製かば

ん」 では、 かばん類だけでな く 、 「日本標準商品分類」

に基づ く 小物入れ （札入れ、 がま口、 名刺入れ、 定期

入れなど） など革製小物も幅広 く 対象と し ています。

　 エコマークの認定取得をご検討される際には、基準 ・

認証課までお気軽にお問い合わせ下さい。

エコマーク表示例
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　 昨年 ８ 月に制定されたエコ マーク商品類型 Ｎｏ.１０１

「かばん・ スーツケース Ｖｅｒｓｉｏｎ１」 の中の 「分類Ａ．革

製かばん」 において、 こ のほど、 (株)伊勢丹が取 り 扱

う 革製小物、 革製ブ リ ーフ ケース計 ３０ が認定を受け

ま し た （認定番号 ０８ １０１ ０１５～０１７）。

　 製品開発の経緯や環境に配慮し た商品の普及に向け

た視点な どについて、 (株)伊勢丹　ＭＤ 統括部 紳士第

一営業部 メ ンズア ク セサ リ ー バイヤーの伊藤邦彦氏

にお話を伺いま し た。 （以下、 敬称略）

●環境に配慮し た商品の利用促進を重視

――環境に配慮し た商品の取 り 扱いに関し ては、 どの

よ う な方針で取 り 組んでおられますか。

伊藤 　 当社では、 お客様の視点に立ち質の高さ を重視

し た独自の商品ブラ ン ド 「オン リ ー ・ ア イ」 の基準の

中に、 「環境商品基準」 を設けています。 具体的には、

①３Ｒ （ リ デュース、 リ ユース、 リ サイ クル） にあては

ま る こ と、 ②科学的根拠があ る こ と、 ③環境への配慮

のポ イ ン ト がお客様にわか り やすい こ と の ３ つの基準

を設定し、 製品の開発、 販売を進めています。

――今回のエコマーク認定商品に関し、 製品開発や認

定取得の経緯、 背景についてお話しいただけますか。

伊藤 　 環境に対する社会全体の認識が高ま る中で、 革

製品に関し て も環境に配慮し た商品を提供できないか

検討を進めて き ま し た。 そ し て、 エコマーク の認定を

取得する こ と によ り 、 環境に配慮し た革製品に対する

お客様の認識を高める と と もに、 関連業界における取

り 組み推進に もつなげ

られるのではないか と

考え、 認定を申請する

こ と にな り ま し た。

――製品の開発にあた

って苦労された点はあ

り ますでし ょ う か。

伊藤 　 環境に配慮し た

加工方法を導入し た場合、 商品の特性に応じ た色や風

合いを出すこ と が難し く な る面があ り 、 メ ーカーの皆

さんの協力を得ながら工夫を重ねて き ま し た。

　 また、 よ り 多 く のお客様にご利用いただきたい と い

う 考えから、 価格を従来の同種商品と同水準に設定し

たため、 開発コ ス ト をいかに吸収するか と い う 点で も

様々な検討を行いま し た。

●プラス ・ アルフ ァの要素と して環境を位置づける

――商品の販売面ではどのよ う な点に配慮されていま

すか。

伊藤 　 店頭では “エコ レザー” やエコマーク認定に関

する表示を行っています。 ただし、 環境の側面を前面

に出すのではな く 、 まず商品の品質や質感など をアピ

ールし、 環境はあ く まで もプラ ス ・ アルフ ァ の要素と

し て位置づけています。 お客様には、 エコマーク の認

定を受けている と い う こ と で、 商品に対する満足度を

さ らに高めていただければと考えています。

――消費者の反応や今後の展開については、 どのよ う

に考えていら っ し ゃいますか。

伊藤 「オン リ ー・ア イ  秋のキ ャ ンペーン」 （９月１０日

～２２日） で販売を開始し ま し たが、 予想を上回る反響

で、 ア イ テムの中には欠品が生じ ている ものも あ り ま

す。 お客様の中で環境配慮の視点から商品を購入され

た方の割合がどの程度であ るかは把握できていません

が、 今回の取 り 組みを第一歩と し て、 今後も品揃えを

充実させていきたい と考えています。

――本日はど う も あ り が と う ございま し た。

(株)伊勢丹のエコマーク

認定革製ブリーフケース

店頭の ＰＯＰ 表示

伊藤邦彦氏

新 認定商品のご紹介

大手百貨店がエコマーク認定の 「革製かばん」 の販売を開始

――担当者インタビュー ： (株)伊勢丹
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トピックス

環境偽装再発防止対策に関するアンケート結果について

１．調査概要

○調査の目的 ： 環境偽装におけ る再発防止対策 と し

て、 現在検討中であ るエコマーク制度 ・ 運営の強化

策について意見を う かがい、 適確に反映する。

○調査期間 ： ２００８ 年 ６ 月 １０ 日～６ 月 ３０ 日

○調査対象者 ： 認定企業および消費者、 ホームページ

来訪者

○回収件数 ： ５２ 件

○調査内容 ： ホームページによ る アンケー ト 調査

○募集 (周知) 方法 ： メ ールマガジン、 事務局ホーム

ページにて呼びかけ

２．調査結果

〈エコマーク商品の認定審査について〉

Ｑ１．エコマーク商品認定審査は、 現在、 申込者から提

出された各種証明書の書類を中心に基準適合を審査し

ています。 今後はこれら の証明書について、 必要に応

じ 記載内容の充実強化

や第三者機関に よ る 証

明書への見直 し な ど の

証明方法の変更を行い、

信頼性 を よ り 強固な も

のにす る こ と を検討中

ですが、 ど の よ う に考

えますか？

Ｑ２．商品認定審査にあた り 、 上記の書面審査を補完す

る ため、 必要に応じ て

商品サンプルの提出や

追加情報の提出をお願

い し た り 現地確認を行

う など、 基準の適合に

関する確認調査を強化

する こ と も検討中です

が、 どのよ う に考え ま

すか？

〈エコマーク認定後の対策について〉

Ｑ３．エコマーク認定後のフォ ローアップと して、現在、

違反のおそれのあ る場合に現地監査等を行っ てい ま

す。 今後は、 認定商品

を市場で購入し ての商

品テ ス ト や定期的な現

地確認調査など、 基準

維持に係る監視 （サー

ベイ ラ ン ス） を検討中

ですが、 どのよ う に考

えますか？

【主なコ メ ン ト 】

項 　 目 件数

認定審査について、 手続きの煩雑さ を考慮し て

ほしいなど
１９

費用負担について、 考慮し てほしいなど ７

認定基準について、 厳し く するなど ５

現行のま まで良い １

その他 （信頼性と信用性は違 う など） ６

【主なコ メ ン ト 】

項 　 目 件数

確認調査の実施について支持する ２１

費用や業務の煩雑さ ４

現行のま まで良い １

その他 （調査手段よ り も結果がわかる根拠を示

すなど）
６

【主なコ メ ン ト 】

項 　 目 件数

認定後のサーベイ ラ ン ス実施について支持する ２６

ペナルテ ィ の変化 １

その他 （少しや り すぎなど） ５

良い

７２％

悪い

１３％

その他

１５％

良い

８６％

悪い

８％

その他

６％

良い

８８％

悪い

８％

その他

４％


